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第三者評価結果報告書 

総 括 

対象事業所名 聖徳保育園 

経営主体(法人等)  社会福祉法人 聖徳会 

対象サービス 児童分野 保育所 

事業所住所等 〒221‐0061 横浜市神奈川区七島町163 

設立年月日  昭和23年5月31日 

評価実施期間 平成28年6月 ～  29年1月 

公表年月 平成29年8月 

評価機関名  ナルク神奈川福祉サービス第三者評価事業部  

評価項目 横浜市版 

総合評価（事業所の特色や努力、工夫していること、事業者が課題と考えていること等） 

【施設の立地・特徴】 

・立地および施設の概要 

聖徳保育園は昭和 23 年 5 月に開園し、戦後の焼け野原で青空保育を実践した地域の保育所として、

開園から 68 年が経過しています。園は生後 57 日から就学前児童を対象としています。JR 横浜線大口

駅あるいは京浜急行電鉄本線子安駅から徒歩数分の下町の雰囲気が残り、地元住民の生活を支える大口通

商店街の脇道を入ったところに園はあります。園舎は道を挟み、第一園舎 3 階建て（0～3 歳児保育室他）、

第二園舎 4 階建て（4、5 歳児保育室他、）の二棟あり、第一園舎は平成 27 年に建て替えをしています。

設置法人は社会福祉法人聖徳会で、保育所運営のほか、医療、高齢者の入所施設などさまざまな福祉サー

ビスを提供しています。 

 

・園の特徴 

開園から 68 年の歴史の中、利用者は親子 2 代、3 代にわたっており、中学生になった卒園児が体験

学習で訪問したり、保育士を目指し、実習生として学びに来たりしています。選挙の際には投票所として

地域の人々に利用してもらっており、地域の商店街の中にごく当たり前に存在しています。 

園の定員は 207 名で現在 213 名（0 歳児 15 名、１歳児 34 名、2 歳児 45 名、3 歳児 40 名、4

歳児 39 名、5 歳児 40 名）が在籍している大規模園です。各年齢とも複数の担任を配しています。1、

2 歳児の学年はオープンフロアを各 3 クラスに分け、それぞれで日常の活動をしています。 

 

【特に優れていると思われる点】 

1.「笑顔で、優しく、丁寧」な大規模保育園運営 

保育の理念、方針のほか、園長が今年度職員に伝えた「笑顔で、優しく、丁寧に」のメッセージを実践

につなげられるよう定期的な学年会議、職員会議のほか、随時、あるいは必要に応じて開催するクラスミ

ーティング、キャリアごとの会議など各種会議を通して全職員に浸透させています。さらに職員の勤続年

数が長いことにも支えられ、職員間の風通しの良い関係とモチベーションの高さとともに、目指す保育へ

の思いを統一し、在園児 213 名、職員数 45 名の大規模園の運営の円滑化に努めています。 

 

2.子どもの成長を丁寧に分かりやすくとらえる記録 

入園後の子どもの成長発達について、0～2 歳児クラスは毎月、3～5 歳児クラスは 2 か月ごとに経過

記録として一人一人丁寧に記録されており、確認をしながら保育を進めています。特に成長発達の著しい

0～2 歳児クラスの個別指導計画は、子どもごとに A4 の用紙の裏表に半年ずつ「子どもの姿」「保育の

目安と保育者の援助及び配置」を記録しており、子どもの成長を時系列的に分かりやすくとらえることが
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できるようになっています。 

 

3.日常の保育の中で育てている子どもたちの食への関心 

0 歳児クラスは 15 名で月齢もさまざまなため、丁寧に援助をするために食事の時間を分けています。

座る席には食事用エプロンを置き、乳児にも食事の時間が始まることが分かるようにしています。1 歳児

クラスになると、その日の給食の食材を見せ、野菜の説明や味覚の話をし、実際に触れる機会を作ってい

ます。給食の際は、見たり触れたりした食材がどのような献立になったのか再度話をするなど、低年齢児

から日常の保育の中で食に対する関心を育んでいます。また、毎年 3 月は、卒園を迎える 5 歳児クラス

の子どもたちにリクエストを聞き、出されたさまざまなリクエストに応えられるような献立の特別月間と

なっており、子どもたちも楽しみにしています。第三者評価の保護者アンケートの、「子どもが給食を楽

しんでいるか」の質問は 100％の満足度となっています。 

 

【特に改善や工夫などを期待したい点】 

 

1.保育室の環境構成の検討改善 

低年齢児クラスの保育室を仕切る衝立の使い方、広い空間のままとなっている 4、5 歳児保育室など、

おもちゃ、教材、絵本などの配置や必要に応じたコーナー作りを含め、子どもがより主体的に活動できる

ような保育室の環境構成について、検討改善が期待されます。 

 

2.幼児の戸外・園外活動の積極化 

園庭遊びのほか、天気の良い日は散歩に出かけ、商店街や行き交う地域の人々と自然に挨拶を交わして

います。商店街の人々は園に理解を示し、温かく子どもたちの成長を見守る関係性を築いています。しか

し、乳児に比べ、幼児の戸外・園外活動が少ないと思われます。平成 27 年の園舎建て替え前には行って

いた午睡の後の散歩も含め、さらに積極的な活動が期待されます。 

 

3.保護者の意見・要望に対する丁寧なアプローチの継続 

行事後や 1 年の振り返りの保護者アンケートを行い、意見や要望の把握に努めています。アンケート

はその都度集計し、玄関掲示で意見要望に対応できること、検討を要することなどフィードバックをして

います。今回の第三者評価における保護者アンケートで満足度の高くない項目なども参考に、保護者の意

見・要望に対し、丁寧なアプローチを続けられることが期待されます。 

評価領域ごとの特記事項 

1.人権の尊重 

・保育理念（事業運営方針）は児童憲章を基に「子どもたちの自主性・創造性・社

会性を育てる さらに 今日的な課題に適応できる柔軟性を身につける」で、「1

人ひとりの発達に見合った保育 心と身体の自立を促す保育」を保育方針としてい

ます。保育目標は「未知なるものに興味・関心を持つ」「自分を認め、他人を受け

入れる」という主旨とし、保育にあたっています。 

 

・年度初めに園長・主任が職員に保育の姿勢、子どもへの言葉遣いや対応について

話し、子どもの気持ちに添って声をかける姿勢を大切にすることを全職員が再認識

しています。 

 

・個人情報取扱いガイドラインがあり、守秘義務や個人情報を含む書類の取り扱い

方法などについて周知徹底を図り、職員は入社時に守秘義務に関する誓約書を提出

しています。入園説明会で保護者に個人情報の取り扱いについて説明し、ホームペ

ージへの写真掲載の了承を確認しています。個人情報に関する記録は、事務室の施

錠のできる書庫に保管し、個人情報が入っている書類やUSBなどの電子媒体の園

外持ち出しを禁止しています。 
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・日頃より、職員には性差を意識するような話し方や態度、固定観念で保育しない

ように職員会議で話し合っています。 

 

2.意向の尊重と自立

生活への支援に向け

たサービス提供 

・保育理念、基本方針に基づいた保育を実践するために、それらを保育課程に明記

しています。保育課程に基づき、年齢ごとに前年度の反省をふまえた年間指導計画、

月間指導計画、週案を作成しています。職員は、毎月の職員会議（ケース会議含む）、

随時行う学年会議や乳・幼児会議で、話し合いや振り返りの時間を設け、子どもの

様子を共有し、保育に活かしています。 

・2 歳児クラスまで月ごとの個別指導計画を作成しています。計画は柔軟に変更・

見直しを行っています。保護者には離乳食の進め方、午睡時間、トイレットトレー

ニングなど、一人一人の成長過程の把握が必要な事項で説明し、同意を得ています。 

 

・保育内容の遊びでは、子どもの年齢、発達に応じたおもちゃ、教材、絵本などを

用意しています。0～3 歳児クラスと 4、5 歳児クラスは別園舎のため、日常的な

関わりは難しい面がありますが、他年齢学年の保育士と連携をとり、散歩に一緒に

行く、幼児が乳児の保育室で遊ぶなど週案を立てる際に検討しています。 

 

・散歩時の公園の移り変わる草花や木々の様子から季節を感じています。 

 

・食事、排泄、睡眠については一人一人の発達状況・健康状態や生活パターンを把

握・考慮しながら、保護者と連携を取り、家庭との連続性を心がけています。園で

提供している食事について、月 1 回給食会議で調理の工夫点など話し合い、次回

の献立に反映しています。栽培活動、クッキング、食環境整備は年齢発達に応じて

実践しています。 

 

・0～2 歳児クラスは個別の連絡帳、幼児は必要に応じて伝達カード、送迎時のや

りとり、懇談会、保育参観、園行事など保護者との交流の機会を設けています。園

だよりなど毎月の配付物で情報提供をしています。日々の保育の様子は、玄関のホ

ワイトボードで知らせています。コメントのほか、週に 1 度は職員が撮った写真

を展示しています。 

 

3.サービスマネジメ

ントシステムの確立 

・入園時に把握した生育歴を始め、入園後の子どもの成長発達記録は、児童票、健

康台帳に記録し、個別にファイルしています。0～2 歳児は毎月、3～5 歳児は 2

か月ごとに発達状況を確認しています。記録内容は事務室のキャビネットに保管

し、全職員が共有できるようにしています。進級時には、児童票を基に、新旧の担

任で申し送りを行っています。 

 

・「神奈川区幼育支援会議」に園長が出席しています。出席者は小学校教諭、民生

委員・児童委員、ケースワーカー、保健師、（ケースによって児童相談所職員）で、

配慮や見守りが必要な子どもたちについて、地域で見守り、協力し合えることを話

し合っています。虐待やアレルギー、発達支援に関する外部の研修で得た最新の情

報を基に職員会議で話し合ったり、園内研修を行い日々の保育の中に活かしてお

り、すべての職員が同じ認識を持って保育にあたれる体制があります。 

 

・保護者からは懇談会、アンケートなどで意見や要望を聞く機会を作っています。
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また送迎時の担任とのやりとりのほか、連絡帳や、日常会話、普段の様子から意向

を汲み取るように心がけています。アンケートはその都度集計し、玄関掲示でフィ

ードバックしています。 

 

・健康管理・衛生管理・安全管理などに関する各マニュアルを整備し、マニュアル

に基づいた対応や訓練を行っています。行政、医療機関、児童相談所など必要な関

係機関・地域の団体をリスト化しています。 

 

4.地域との交流・連

携 

・神奈川区の「赤ちゃんの駅」、園庭開放、育児相談事業を行っており、これらを

通じて地域住民の子育て支援ニーズの把握に努めています。また、神奈川区子育て

支援連絡会の定例会、神奈川区の園長会で地域の子育て支援への取り組みについて

意見交換しています。 

 

・地域の日本童謡の会のメンバー達が毎年園に来て子どもたちと交流しています。

地区の幼・保・小連携会議が年4回あり、出席して意見交換をしています。数校の

中学校の体験学習を受け入れ、また、地域の中学校に進学した卒園児が園を訪問し

ています。他園との交流機会を持っています。選挙時の会場として施設を利用して

もらっています。 

 

・朝、職員が園周りと商店街を掃除しています。商店街や消防署に勤労感謝の日に

子どもたちから感謝の手紙を渡しています。 

 

・散歩に出かけ、大口商店街を行き交う地域の人々と自然に挨拶を交わしています。

商店街の人々は園に理解を示し、温かく子どもたちの成長を見守る関係性を築いて

います。 

 

・実習生については実習の目的に応じ、効果的なプログラムを工夫しています。実

習後に、実習生と主任、担当職員が意見交換し、感想、反省などを話し合っていま

す。歴史のある園のため、卒園児が保育実習生として学びに来ています。 

 

5.運営上の透明性の

確保と継続性 

・職務規定に倫理規程、服務規程を明記し、職員が不正・不適切な行為を行わない

ように周知しています。区の子ども家庭支援課からの情報など職員会議で話し合

い、不適切な行為を行わないよう職員の意識を高めています。 

 

・ホームページに経営・運営状況を公開しています。 

 

・「よこはまECO保育所」に認定され、玄関に掲示してあります。 

 

・年度初めの職員会議で園長が理念や園目標について話し、職員に周知しています。

さらに年2回の園長面談で、職員が理念、園目標を理解していることを確認してい

ます。 

 

・園の重要な意思決定（第二園舎の建て替え、行事の開催方法など）については保

護者説明会で経過、決定事項を説明し、意見交換をしています。 

 

・主任育成のプログラムがあります。主任は園長のサポートのほか、日々クラスを

回り個々の職員の業務状況やクラスの様子を把握して、職員の補助に入るなど職員

の心身の健康状態に配慮し、職員が働きやすいようにしています。 
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・事業運営に関する重要な情報を設置法人管理部が収集・分析しています。 

 

6.職員の資質向上の

促進 

・設置法人が策定した人事考課基準表にて保育士の経験・能力・習熟度に応じた職

員の役割についての期待水準を明文化しています。園長は可能な限り主任・副主

任・リーダーに権限を委譲し、緊急時、園長不在時には主任・副主任・リーダーの

判断に任せて、事後に上位の職員に報告することになっています。職員会議、リー

ダー会議、乳幼児会議、クラスミーティングなどさまざまな場面で業務改善の提案

がないかを職員に聞いています。また、園長は年 2 回の面談以外にも随時職員と

個別に面談し、職員の満足度・要望を把握しています。 

 

・職員の経験年数や役割を考慮して研修計画を作成し、職員に対して研修が行われ

ています。関東ブロックや全国対象の保育大会、外部研修（保育情勢、厚生労働省

の文書、保育の流れなどのテーマ）に職員が参加しています。研修で学んだことは

園に報告書を出すとともに職員会議で発表して保育に活かしています。園内研修

は、年間計画に基づいて実施しています。職員会議は原則全員参加としています。

非常勤職員は園内研修のみならず、外部研修に参加できる体制を整えています。 

 

・年間指導計画、月間指導計画、保育日誌が定型化されています。職員はきめ細か

く子どもを観察しており、評価・反省の欄に子どもの心の育ち、意欲、取り組みの

過程について記入しています。職員は日々の子どもの姿や保育実践について、クラ

スで話し合い、対応の仕方を改善し次期の計画に反映させています。 

 

 



　　　３つ：高い水準にある、２つ：一定の水準にある、１つ：改善すべき点がある

評価領域Ⅰ　利用者本人（子ども本人）の尊重

評価分類 評価の理由（コメント）

評価機関による評価

Ⅰ－１　保育方針の共通理解と保育計
画等の作成

・保育理念（事業運営方針）は児童憲章を基に「子ども
たちの自主性・創造性・社会性を育てる　さらに　今日
的な課題に適応できる柔軟性を身につける」で、「1人ひ
とりの発達に見合った保育、心と身体の自立を促す保
育」を保育方針としています。保育目標は「未知なるも
のに興味・関心を持つ」「自分を認め、他人を受け入れ
る」という主旨とし、保育にあたっています。
・理念は玄関に掲示し、日々確認できるようにしている
ほか、年度初めの職員会議時に理念や基本方針を明記し
たマニュアルの読み合せをしているほか、園長が、理念
や方針に基づいて保育を考えるようにと話をしていま
す。保育に対する姿勢や取り組み方で気づいたことが
あった場合は、その都度話し合いをして理解を深めてい
ます。
・保育課程は、保護者の状況、商店街の中に位置する環
境を考慮しながら、子どもの健全な育ちを中心に平成20
年に作成しています。常に子どもの姿に合わせたものに
なるように毎年見直しを行い、今年度は町への行事参加
の項目の修正をしています。保護者には年度初めのクラ
ス懇談会で、担任が、保育課程に基づいた各クラスの年
間指導計画・月間指導計画への流れがあり、クラス運営
をしていくことを説明しています。
・保育課程に基づき、年齢ごとに前年度の反省をふまえ
た年間指導計画、月間指導計画、週案を作成していま
す。
・子どもに説明の必要がある時は、なるべく短く分かり
やすい言葉を選んで伝えるようにし、子どもが納得して
取り組むことを大切にしています。言語化ができない子
どもの気持ちは、職員が推し量り代弁しています。職員
は、子どもの意見を聞いてその日の散歩の行き先を決め
たり、天候や体調など状況に合わせて計画を変更し、子
どもが意欲的に活動できるようにしています。

平成29年1月12日

事業所名：  聖徳保育園
ナルク神奈川福祉サービス第三者評価事業部
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Ⅰ－２　子どもの発達や状況に応じた
適切な援助の実施

・入園式後に担任が親子面接(兄弟姉妹や祖父母の同席も
あり）を行い、子どもの様子、親子や家族の雰囲気など
を観察しています。きょうだいが在園している場合は、
入園前に親子面接を行っています。面談で得た情報や留
意点などを記入した個人面接表や、面談時に持参しても
らった児童票など提出書類とともに面談後その日のうち
に職員間で情報を共有しています。食事、睡眠、排泄な
どは直ちに保育に反映し、園生活を無理なく始められる
ようにしています。
・園見学時からならし保育があることを説明していま
す。入園時説明会ではしおりの慣らし保育の項目に沿っ
て、必要性について説明をしています。園では、子ども
のストレスや乳幼児突然死症候群の危険性を考慮し、0歳
児は約1ヶ月ほどかけてならし保育を行っており、丁寧な
対応を心がけています。日々の関わりの中でその子ども
が一番安心する職員から順次関係性を築いており、緩や
かな担当制としています。
・0～2歳児クラスには個別の連絡帳があり、その日の子
どもの様子などを記載して保護者との連携を密にしてい
ます。幼児に関しては、必要に応じて伝達カードを使用
しています。
・進級時には低年齢児の場合、1ヶ月ほどは在園児のみの
グループをつくり、持ち上がりの担任が中心に在園児と
関わり、つられ泣きのないようにしています。また、進
級に伴い、保育室の階が替わる、別の園舎に移動すると
いった大きな環境の変化がありますが、年度末にクラス
ごと新しい保育室に引越しをして不安を少なくする配慮
をしています。
・学年会議で、指導計画の振り返りをしながら発達の状
況を把握し、見直しをしています。さらに職員会議、
リーダー会議などで情報交換、共有をし、多目的な視点
で話し合っています。意見箱、クラス懇談会、行事後の
アンケート、1年間の振り返りアンケートなど保護者から
寄せられた意向や意見を計画に取り入れるようにしてい
ます。
＜コメント・提言＞
・園としての慣らし保育の必要性や重要性については今
後も丁寧に伝えていくとともに、保護者それぞれの事情
も考慮し、柔軟に対応ができることも併せて伝えられる
ことが期待されます。
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・園舎内は清掃記録のチェック表に基づいて毎日清掃をして
います。沐浴設備、5か所ある温水シャワー設備の消毒も毎
日行い、清潔な状態を保っています。設置法人職員（掃除担
当）の協力も得ています。
・適宜窓を開け換気をしてるほか、トイレの換気扇は24時間
稼働しています。加湿機能付き空気清浄機、加湿器、0、1歳
児クラスは床暖房を設置しています。温・湿度計を備え、日
誌に記録しています。保育室の窓は大きく、陽光を取り入れ
ることができます。天気の良い日は電気を消して自然の明か
りを取り入れています。
・保育室内で音楽をかける時は、話し声が聞こえるように音
量を調整しています。保育士同士で声の大きさを意識し、気
づいた時には注意し合っています。再認識できるように定期
的に会議等で全職員に周知しています。
・可動式の低い棚、低い衝立、サークル、マットなど配置を
工夫し、遊びによって小さなグループで遊べるようにしてい
ます。
・全クラス食事と午睡の場を分けています。
・プレイルームがあり、異年齢で遊ぶ機会があります。幼児
が低年齢児の保育室に遊びに行くこともあります。

・0～2歳児クラスは保育日誌の個人記録欄、月ごとの個
人記録で、子ども一人一人の姿や成長を丁寧に記録をし
ています。月ごとの個人記録書式が個別の指導計画書と
なっており、併せて経過記録としています。
・配慮や支援が必要な幼児には個別の指導計画を担任が
作成しています。個別の課題がある場合は各学年会議や
職員会議で共通事項として話し合い、ほかの職員からの
意見も参考にして保育や援助の柔軟な変更、見直しを
行っています。
・離乳食の進め方や午睡時間、トイレットトレーニング
など子どもの状況に合わせて保護者に説明し、同意を得
ています。
・年長児の就学する小学校に保育所児童保育要録を郵送
しています。また、担任が小学校を訪問し、教諭と話し
合う機会を持っています。
・入園時に把握した生育歴を始め、入園後の子どもの成
長発達記録は、児童票、健康台帳に記録し、個別にファ
イルしています。0～2歳児は毎月、3～5歳児は2か月ごと
に発達状況を確認しています。記録内容は事務室のキャ
ビネットに保管し、全職員が共有できるようにしていま
す。進級時には、児童票を基に、新旧の担任で申し送り
を行っています。

  Ⅰ－４　一人一人の子どもに個別に
対応する努力

Ⅰ－３　快適な施設環境の確保
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Ⅰ－５　保育上、特に配慮を要する子
どもへの取り組み

・「神奈川区幼育支援会議」に園長が出席しています。
出席者は小学校教諭、民生委員、ケースワーカー、保健
師、（ケースによって児童相談所職員）で、配慮や見守
りが必要な子どもたちについて、地域で見守り、協力し
合えることを話し合っています。
・虐待やアレルギー、発達支援に関する外部の研修で得
た最新の情報を基に職員会議で話し合ったり、園内研修
を行い日々の保育の中に活かしているほか、東部療育セ
ンターの巡回相談を定期的に受けており、すべての職員
が同じ認識を持って保育にあたることができる体制があ
ります。
・障がいに関係なく子どもたちは自然な関係を築いてい
ます。行事練習や製作など参加が難しい場合は個別に対
応しますが、部分的にでも関われるようにしています。
・虐待に関して、神奈川区のこども家庭支援課、ケース
ワーカー、保健師、横浜中央児童相談所、警察署と直ち
に連携を図る体制を整えています。支援の必要な保護者
に関して、置かれている状況や状態を理解し、まめに声
をかけたり、見守りを続けていますが、自然な関わりを
保つように努めています。
・食物アレルギーのある子どもに除去食を提供する際
は、専用のトレイ、食器、名札を使用しています。配膳
はチェック表に基づき調理室と担任が声を出し合い確認
し、ワゴンに納めていきます。クラスに運ぶと再度担任
同士で確認しています。食事にはすべてラップをかけ、
記名しています。職員が傍らにつき、誤食のないように
しています。
・保護者が外国籍で子育て方針など文化の違いを含め、
話し合う時は、絵カードやジェスチャー、ガイドブック
など用いています。宗教的な食材（豚肉）の制限には、
代替食を提供したり、弁当をお願いしています。

評価分類 評価の理由（コメント）

Ⅰ－６　苦情解決体制 ・要望、苦情受付の担当者は主任、解決責任者園長であ
り、「ご意見・ご要望の受付窓口」として玄関に掲示し
ています。
・第三者委員2名の氏名・連絡先は「しおり」に明記し、
玄関にも掲示しています。
・職員は送迎時に保護者に積極的に声をかけ、意見、要
望の把握を心がけているほか、玄関に意見箱を置いた
り、行事後や1年の振り返りの保護者アンケートを行って
います。アンケートはその都度集計し、玄関掲示で
フィードバックしています。
・苦情・要望申し出の外部の窓口の紹介はありません。
・要望や苦情に対しては、園長、主任、副主任のほか、
内容に応じて学年リーダーと話し合い、職員会議で報
告、検討しています。園のみで解決できない場合は区の
こども家庭支援課と連携して対応することとしていま
す。
・過去の苦情・トラブルは「保護者対応ファイル」に記
録として残しています。クレームの内容だけでなく、対
応方法や対策を記入して平成22年度分から保管管理して
おり、今後に活かすこととしています。
＜コメント・提言＞
・保護者に対し、園以外の外部にも苦情・要望の窓口が
あることの広報が期待されます。
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評価領域Ⅱ　サービスの実施内容

・0～3歳児クラスは、活動や遊びによって保育室の棚や
机の配置を変え、コーナーを作っています。乳児は低い
衝立や牛乳パックの手作りパーテーションでさらに囲ん
で遊んでいます。その他園舎内にプレイルームを確保し
ています。
・乳児は順番を守るという簡単なことから、幼児には、
ルールのある集団遊びを一斉活動に取り入れ、自分たち
でルールを決め遊びを発展させています。
・ナス、プチトマト、キュウリ、枝豆など園庭や園舎3階
のテラスで育てています。子どもたちは水やりの世話を
し、観察画を描いたりして成長や収穫の喜びを味わって
います。収穫物はクッキングや、給食の食材とするほ
か、野菜スタンプで製作することもあります。
・ザリガニやカタツムリの飼育を通して、子どもたちは
生き物への興味を広げています。散歩時の公園の移り変
わる草花や木々の様子から季節を感じています。秋には
木の実や落ち葉を拾っています。
・乳児は職員と歌や手遊び、リズム遊びなど楽しんでい
ます。幼児も歌やダンス、絵のほか、必要に応じて廃
材、スポンジ、洗濯ばさみなどの素材を豊富に用意し、
自由に表現ができるようにしています。
・乳児のかみつきやひっかきを含め、けんかなど職員
は、常に子ども側の視点に立った援助を心がけていま
す。その他子どもと関わる時は、穏やかで優しい言葉か
けで子どもの訴えや気持ちをしっかりと受け止めていま
す。クラス内に限らず職員はどの子どもにも積極的に声
をかけ、信頼関係を築くよう努めています。
・0～3歳児クラスと4、5歳児クラスは別園舎のため、日
常的な関わりは難しい面がありますが、他年齢学年の保
育士と連携をとり、散歩に一緒に行く、幼児が乳児の保
育室で遊ぶなど週案を立てる際に検討しています。
・トランポリン、すべり台など子どもの年齢や発達に応
じて使用しています。その他縄跳び、スクーター、フラ
フープなど子どもが好きな遊びを通して運動能力が高ま
るようにしています。時には固定遊具のある公園で遊ん
でいます。4、5歳児クラスは専門講師による体操教室を
定期的に行っています。体調により外遊びを控える子ど
もがいる場合は、保育室に職員が一人残り、静かな遊び
をしています。
＜工夫している事項＞
・幼児の合同保育場所の移動を18時以降とすることで、
落ち着いて好きな遊びに集中できるようになっていま
す。
＜コメント・提言＞
・子どもがより主体的に活動できる4、5歳児クラスの保
育室の環境構成が今後の課題と認識されています。検討
改善が期待されます。
・幼児が鉄棒、巧技台など使っての運動は室内での活動
が主になっています。積極的な健康増進のため、乳児同
様散歩や戸外活動（午睡後の外遊びも含む）で子どもた
ちが自然に体を動かせる機会が増えることが期待されま
す。
 


Ⅱ－１　保育内容[遊び]

評価分類 評価の理由（コメント）
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Ⅱ－１　保育内容[生活] ・盛り付けは保育室で担任が行っており、子ども一人一
人の食欲や好き嫌いを把握し、量の加減をしています。
・授乳は抱っこして、ゆっくりと与えています。授乳や
離乳食は子どものペースを尊重しています。0歳児は月齢
に応じて、食事の時間を分けています。離乳食は自分で
食べようとする意欲を大切にしているほか、食べさせて
欲しい子どもの欲求にも応えています。苦手なものが食
べられた時は褒めて、少しずつ偏食が減っていくように
しています。
・１歳児クラスから、食材に触れ、3歳児クラスからグ
リーンピースやトウモロコシの皮むきなど下ごしらえを
し、給食で使う野菜の話や味覚の話をして、食に対して
関心が持てるようにしています。クッキングは4、5歳児
クラスが取り組んでいます。当番は4歳児クラスが配膳、
5歳児クラスは盛り付けをしています。
・食材は地元の商店街から購入しています。旬の食材
で、できる限り国産物を納入してもらっています。食器
は乳児は割れにくさや子どもの扱いやすさを考慮しメラ
ミン製を使用し、5年で更新しています。
・栄養士や給食担当者が乳児クラスを中心に喫食状況を
観察したり、一緒に食べたりしています。給食会議は月1
回、栄養士、リーダー職員、主任、園長出席で実施し、
「給食室・保育連絡票」「給食日誌」や毎日給食室への
下膳時に各クラスの職員から寄せられる感想などを参考
に話し合い、調理の工夫や次の献立に反映しています。
・献立表は月末に翌月分を配付しています。献立表は給
食だよりを兼ねており、食に関する情報や年中行事や季
節のメニューにまつわるエピソードなどポイントを明記
しています。お勧めレシピは常時玄関に置き、持ち帰る
ことができるようにしています。毎日の給食・おやつは
玄関に写真を掲示しています。
・0歳児は4月に離乳食の試食の機会を設けています。そ
の際は栄養士が同席し、保護者の質問等に答えていま
す。3歳児クラスは6月の保育参加時に試食をし、他の学
年は体験保育時に試食をすることができます。
・午睡時はカーテンを引き、職員は子どもの体をなでた
り、優しくトントンしたりして心地よい眠りつけるよう
にしています。静かな音色のCDをかけるクラスもありま
す。5歳児クラスは年明けから午睡をしない日を増やして
いきますが、子どもによっては休ませるなど柔軟に対応
しています。
・乳幼児突然死症候群対策として、0歳児は5分ごと、満1
歳児は10分ごと、2歳児は15分ごとにブレスチェック表に
記録をしています。入眠確認後はあおむけ寝にしていま
す。時々足の裏を触り、熟睡しないようにしています。
・トイレットトレーニングは個々に合わせ臨機応変に対
応しています。子どもからのサインを見逃さず、トイレ
で成功した時は誉めて排泄の感覚を意識づけられるよう
にしています。保護者とは連絡帳や送迎時に相談しなが
ら進めています。
＜工夫している事項＞
・毎年3月は卒園を迎える5歳児クラスのリクエストを取
り入れた特別献立月間となっています。
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・健康管理マニュアルがあり、子どもたちの健康に関す
るデータを個人ファイルに保管しています。入園時に保
護者に「園児健康台帳」を記入してもらい既往症を確認
し、入園後は、年度末に保護者が予防接種や既往症を追
加記入しています。登園時に連絡帳の検温結果等を見な
がら保護者から健康状態を聞いて確認し、職員は子ども
の様子を観察しています。保育中に体調を崩した子ども
の場合は保護者に連絡を入れ、必要があればお迎えをお
願いし、後刻、病名を報告してもらっています。食後の
歯磨きは0歳児の歯が生え始めてから職員による仕上げ歯
磨きを行っています。6月の虫歯予防デーに園の看護師が
歯磨きの大切さを絵本や紙芝居で知らせています。幼児
の場合は職員が全員に歯磨きのブラッシング方法を実演
しながら指導をしています。
・健康診断は年2回、歯科健診は年1回行い、子ども一人
一人の健康診断・歯科健診の結果は「健康診断結果表」
「歯科健診調査票」に記録しています。健康診断・歯科
健診の結果は、問題があれば担任から保護者に口頭で伝
えています。健康診断に際して事前に保護者から相談が
あれば嘱託医に相談し、指導内容を保護者に伝えていま
す。虫歯ができた場合は保護者に「治療が終わった」旨
の用紙を渡し、治療後に歯科医の印をもらい、園に提出
してもらっています。
・感染症マニュアルがあり、園のしおりに登園停止基準
を載せ保護者に配付し、入園説明会や懇談会などで感染
症への対応方法を伝えています。保育中に発症した場合
は、速やかに保護者に連絡し、迎えを依頼し、ほかの子
どもに感染しないように事務室で安静に過ごすようにし
ています。感染症が発生したときは、速やかに玄関に病
名と発症数を掲示して、保護者に情報提供しています。
職員は園外研修や嘔吐処理のDVDで感染症に関する学習を
し、嘔吐処理については全職員が同じ手順でできるよう
にしています。

Ⅱ－２　健康管理・衛生管理・安全管
理[健康管理]
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・安全管理マニュアル、事故防止対応マニュアルがあ
り、各種訓練を通じて職員に内容を周知しています。地
震対策として、備品の落下防止滑り止めシートを使用
し、2～5歳児室のロッカーのキャスターにストッパーが
付いています。災害伝言ダイヤルシステム、携帯メール
一斉配信の緊急連絡体制を整備してあり、台風や大雪な
どで災害発生が予想される場合は災害時シフトを組み、
園に近い職員を配置しています。避難訓練を毎月行い、
また、救急救命、嘔吐処理など、項目を変えながら対応
訓練を行っています。毎年秋、消防体験として松見消防
出張所の消防士から避難時の心得を聞いたり、ミニ消防
車やボンベ、ホースを見せてもらっています。救急救命
法の研修を職員が順次受けています。
・事故やケガが発生したときの保護者への個別の緊急連
絡体制があり、事故や災害が発生した時に連絡する医療
機関の一覧表を事務室に掲示しています。子どものけが
に関しては、小さなケガであっても保護者に状況を報告
し、ケガの状況を確認してもらい、記録しています。ヒ
ヤリハットがある場合は報告書に記入して職員会議で報
告しています。けがを発生して通院を要したときは事故
報告書に記入し、職員会議で検討して再発防止に努めて
います。
・玄関はオートロック式になっていて、来訪者の顔をモ
ニターで確認してから解錠し、不審者侵入を防止してい
ます。不審者等に対する緊急通報は警察署、派出所に通
報する体制にしてあります。散歩など園外行動時には、
園の携帯電話と個人の携帯電話を所持し、緊急通報をす
る体制にしています。不審者対応訓練を年1回行っていま
す。不審者に関して、神奈川区役所から防犯・防災メー
ルで情報を得ています。重要事件の場合は警察や他区役
所からも情報が来ます。必要な場合は園内に掲示して保
護者に情報提供しています。

・衛生管理マニュアルがあり、見直しは、年度末や必要
に応じて学年リーダー6人が中心になって行っています。
マニュアルの内容は職員採用時や毎年の園内研修で職員
に周知しています。清掃点検表に沿って点検・清掃を行
い記録しており、園内を清潔な状態に維持しています。

Ⅱ－２　健康管理・衛生管理・安全管
理[衛生管理]

Ⅱ－２　健康管理・衛生管理・安全管
理[安全管理]
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Ⅱ－３　人権の尊重 ・年度初めに園長・主任が職員に保育の姿勢、子どもへ
の言葉遣いや対応について話し、全職員が再認識してい
ます。職員の不適切と思われる接し方に気づいた時はそ
の都度注意喚起を促しています。園長、主任と話し合
い、見直す機会も設けています。子どもの年齢や発達状
況を考慮して、分かりやすく、ゆっくり、短い言葉で伝
え、大声にならないように配慮しています。乳児の気持
ちの発信については、泣き方や表情などから汲み取って
います。新人研修で人権に関するマニュアルを読み合わ
せ、全職員は子どもの人格を尊重し、子どもの気持ちに
添って声をかける姿勢を大切にしています。幼児でおも
らしをした場合は、子どもの自尊心を傷つけないように
することを全職員が認識し、他児の目につかないよう
そっと着替えさせています。
・4、5歳児クラスの保育室（第一園舎）は棚やロッカー
などによる仕切りがない広いスペースの状態であり、視
線を意識せずに過ごせる場所がありません。
・保育室の隅で威圧感を与えずに一対一で話し合うこと
ができます。4、5歳児用のトイレには扉を付けてあり、
プライバシーを守れるように配慮しています。
・個人情報取扱いガイドラインがあり、守秘義務や個人
情報を含む書類の取り扱い方法などについて周知徹底を
図り、職員は入社時に守秘義務に関する誓約書を提出し
ています。入園説明会で保護者に個人情報の取り扱いに
ついて説明し、ホームページへの写真掲載の了承を確認
しています。個人情報に関する記録は、事務室の施錠の
できる書庫に保管し、個人情報が入っている書類やUSBな
どの電子媒体の園外持ち出しを禁止しています。
・遊びや役割、食事の席、持ち物、服装など性別による
区別はしていません。発表会の劇では、性別に関係なく
子どもたちの希望で役割を決めており、名簿は月齢順、
五十音順で、身長の順に整列し、グループ分けなどは、
男女別に分かれたりしていません。子どもや保護者に対
して、父親、母親の役割を固定的にとらえた話し方はせ
ず、表現内容に配慮しています。日頃より、職員には性
差を意識するような話し方や態度、固定観念で保育しな
いように職員会議で話し合っています。
＜コメント・提言＞
・4、5歳児の保育室は広いスペースになっています。お
もちゃ、教材、絵本などを入れている低い棚、衝立など
配置を工夫しながら友だちや職員の視線を意識せずに過
ごせる空間を作ることが期待されます。

評価分類 評価の理由（コメント）
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Ⅱ－４　保護者との交流・連携 ・保護者には入園説明会と年度始めのクラス懇談会で、
園の理念と方針を伝えています。園だよりでは、毎回保
育理念と月目標を載せているほか、行事後及び、1年の振
り返りアンケートを実施していますが、理念や方針が理
解されているかについての把握までには至っていませ
ん。
・登園時に保育士が子どもの家庭での様子を聞き、降園
時に園でのその日の様子を保護者へ口頭で伝えていま
す。時間外申し送り表を活用し、保護者からの伝達及び
朝の様子、保護者への伝達事項など項目を設け、申し送
りに齟齬が無いようにしています。その他、0～2歳児ク
ラスは個別の連絡帳を使用しています。幼児は必要に応
じて伝達カードでやりとりをしています。保護者から希
望がある場合には個別面談を実施しています。日時など
も保護者の都合に柔軟に対応できる体制があります。
・保護者からの相談については、第一園舎の会議室を使
用しています。その際は「面談中」のプレートをかけて
います。保育士が相談を受けた場合は、クラスのリー
ダー保育士、副主任、主任、園長と助言を得ながら適切
に対応できる体制があります。相談内容は、保護者相談
ファイルに記録し、継続的なフォローをしています。
・毎月、園だより、乳児だより、幼児だより、献立表
（給食だより含む）を発行しています。日々の保育の様
子は、玄関のホワイトボードで知らせています。コメン
トのほか、週に1度は職員が撮った写真を展示していま
す。
・年2回のクラス懇談会では子どもの様子、成長を伝え、
今後の予定などを説明しているほか、意見交換もしてい
ます。
・子どもたちの遊び・生活の様子を見てもらうことや園
の保育の理解促進のため、保育参加をいつでも受け入れ
ています。また、各クラス1日1組ずつの体験保育も随時
受け付けています。
・5歳児クラスの保護者を中心に各クラスから1名役員を
選出した後援会組織があり、コミュニケーションを図っ
ています。意見や反省を次年度に報告、反映していま
す。
＜コメント・提言＞
・第三者評価の保護者アンケートでは、保育目標・方針
を知っているかの設問に、「あまり知らない」18%、「全
く知らない」3%、「どちらともいえない」21%の結果が出
ています。園での保育や取り組みが理念や方針に基づい
て実施されていることについて、保護者にさらなる理解
が得られるような働きかけが期待されます

10



評価領域Ⅲ　地域支援機能

Ⅲ－１　地域のニーズに応じた子育て
支援サービスの提供

・神奈川区の「赤ちゃん駅」の実施園であり、また、園
庭開放や育児相談事業を行っており、これらを通じて地
域住民の子育て支援ニーズの把握に努めています。毎週
金曜日の育児相談や園庭開放のときに、参加した地域住
民を通じて子育て支援のニーズを把握しています。神奈
川区子育て支援連絡会の定例会、神奈川区の園長会で地
域の子育て支援への取り組みについて意見交換していま
す。
・神奈川区子育て支援連絡会での意見交換内容を職員会
議で報告し、子育て支援ニーズについて話し合っていま
す。毎週金曜日に園庭開放を実施し、毎回、数組の未就
園児の親子が利用しています。
＜コメント・提言＞
・地域住民に向けた子育て講座などを実施し、園の専門
性を活かした地域に向けた子育て支援が期待されます。

評価分類

・門前の掲示板に月の行事、園だより、園庭開放日など
を掲示し、園の情報を提供しています。「育児相談」に
ついては、毎週火曜日に園庭開放と同時に相談に応じる
ことをホームページで広報し、年間2～3件の相談実績が
あります。園だよりを地域の回覧板で回し、園の情報を
提供しています。
・神奈川区こども家庭支援課、医療機関など必要な関係
先のリストを作成し、事務室に掲示しています。諸関係
機関との連携は園長、主任、リーダーが担当者になって
います。神奈川区こども支援課、保健師、ケースワー
カー、横浜市中央児童相談所、東部地域療育センターと
連携しています。

Ⅲ－２　保育園の専門性を活かした相
談機能

評価の理由（コメント）
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評価領域Ⅳ　開かれた運営

・実習生受け入れマニュアルを準用し、保育園の基本方
針や利用条件・サービス内容などについて、パンフレッ
ト、園のしおりなどの資料に基づいて説明する体制にし
てありますが、ボランティアの受入れ実績はありませ
ん。
・実習生受け入れマニュアルが整備され、保育園の基本
方針や利用者への配慮などについて説明しています。受
け入れ担当者は主任と定め、受け入れ時の記録がありま
す。受け入れに当たっては、保育園の基本方針や考え方
などについて、パンフレットや園のしおりなどの資料に
基づいて職員に説明しています。平成28年6月、8月、10
月に短大や専門学校の実習生8名を3日間受け入れ、2月に
も受入れを予定しています。実習生の実習経験回数と本
人の意向を聞き、プログラムを作成しています。実習後
に、実習生と主任、担当職員が意見交換し、感想、反省
などを話し合っています。歴史のある園のため、卒園児
が保育実習生として学びに来ています。
＜コメント・提言＞
　ボランティアの受け入れを積極的に行うことが期待さ
れます

Ⅳ－１　保育園の地域開放・地域コ
ミュニティへの働きかけ

・運動会に地域の小学校の校長を招待しました。地域の
童謡の会が毎年園に来て子どもたちと交流しています。
地区の幼・保・小連携会議が年4回あり、出席して意見交
換をしています。数校の中学校の体験学習を受け入れ、
その際は、卒園児も訪問しています。選挙時の会場とし
て施設を利用してもらい、また、園舎建替え時の内覧会
に地域住民を招待しました。朝、職員が園周りと商店街
を掃除しています。商店街や消防署に勤労感謝の日に子
どもたちから感謝のお手紙を渡しています。
・表現遊び発表会に西公会堂を利用しています。天気の
良い日は散歩に出かけ、大口商店街を行き交う地域の
人々と自然に挨拶を交わしています。商店街の人々は園
に理解を示し、温かく子どもたちの成長を見守る関係性
を築いています。地域の神社や寺院にも出かけていま
す。5歳児は調理体験に必要な食材を商店街に買いに行っ
ています。
・近くにある設置法人内の保育園とドッジボール大会、
数校の小学校と交流会をしています。商店街で行われる
弁天祭りの案内チラシを玄関フロアに置くなど、保護者
に情報提供をしています。

評価分類

Ⅳ－２　サービス内容等に関する情報
提供

評価の理由（コメント）

・園のパンフレットを区民祭りや神奈川区役所に置き、
ホームページで情報を提供しています。来園者に園のし
おりを渡しています。神奈川区子育て支援連絡会主催の
イベント「子育て支援の集い」のときにパネル、園だよ
りを掲示し、子育てサポートかなーちぇに子育て情報を
提供しています。入園希望の見学者には、料金やサービ
ス内容などについて伝え、また、園のしおりを玄関に置
いて見学者などに閲覧可能にしています。
・園の基本方針や利用条件、サービス内容などについて
は、パンフレット、園のしおりに基づいて説明していま
す。問い合わせには、園長、主任が説明し、見学ができ
ることを伝えています。見学は月3日を指定し、10時と14
時半の時間帯で案内をしています。見学希望者の都合が
つかない場合は、柔軟に対応しています。

Ⅳ－３　実習・ボランティアの受け入
れ
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Ⅴ－１　職員の人材育成 ・園長は園全体のバランスを考慮し、職能や経験年数に
応じて人員配置を行い、欠員が生じた場合は法人に人材
の補充を依頼しています。設置法人として、人事考課基
準表を策定し、保育士の人材育成計画に活用していま
す。職員は年度初めに、コミュニケーション、協調性、
向上心、規範など10項目について個人目標を設定し、年
度末に園長・主任が達成度を評価しています。園長面談
を年2回行ない、達成状況の経過を確認しています。
・職員の経験年数や役割を考慮して主任が研修計画を作
成し、職員に対して研修が行われています。主任や職員
の経験年数に合わせて外部研修を受けるように配慮し、
関東ブロックや全国対象の保育大会、外部研修（保育情
勢、厚労省の文書、保育の流れなどのテーマ）に職員が
参加しています。研修で学んだことは園に報告書を出す
とともに職員会議で発表して保育に活かしています。報
告書を職員は閲覧できます。
・非常勤職員（パート、アルバイト職員含む）も常勤職
員とともに同じマニュアルを適用し、事務室に置いて、
いつでも閲覧できます。常勤職員と非常勤職員の組み合
わせを考慮してシフトを組み、日常の保育業務を通じて
非常勤職員の資質向上に努めています。主任、副主任が
中心になり、常勤職員と非常勤職員のコュニケーション
を図っています。

評価分類 評価の理由（コメント）

評価領域Ⅴ　人材育成・援助技術の向上
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・設置法人が策定した人事考課基準表にて保育育士の経
験・能力・習熟度に応じた職員の役割についての期待水
準を明文化しています。園長は可能な限り主任・副主
任・リーダーに権限を委譲し、緊急時、園長不在時には
主任・副主任・リーダーの判断に任せて、事後に上位の
職員に報告することになっています。職員会議、リー
ダー会議、乳児会議、幼児会議で業務改善の提案がない
かを職員に聞いています。園長は年2回の面談以外にも随
時職員と個別に面談し、職員の満足度・要望を聞いてい
ます。

評価の理由（コメント）評価分類

Ⅴ－３　職員のモチベーションの維持

・職員は年2回の園長面談のときに、年度初めに作成した
個人目標について自己評価を行っています。外部研修や
他園の発表会などで得た良い例をもとに、自園への適用
を検討しています。東部地域療育センター職員の巡回相
談、体操教室の講師の跳び箱の使い方など、外部の専門
家の指導を受けています。
・年間指導計画、月間指導計画、保育日誌が定型化され
ており、自己評価の欄を設けています。年間、月間の指
導結果について、ねらいに対する自己評価欄を設け、振
り返りを行っています。職員はきめ細かく子どもを観察
しており、評価・反省の欄に子どもの心の育ち、意欲、
取り組みの過程について記入しています。職員は日々の
子どもの姿や保育実践について、クラスで話し合い、対
応の仕方を改善し次期の計画に反映させています。
・毎週金曜日にクラスミーティングがあり、自己評価に
ついて職員間で話し合っています。日誌、月案の職員の
自己評価を園長・主任が確認し、園としての課題を把握
して改善に取り組んでいます。保育所の理念や保育の方
針、保育課程に沿って保育所としての課題を抽出してい
ます。

Ⅴ－２　職員の技術の向上
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評価領域Ⅵ　経営管理

Ⅵ－２　施設長のリーダーシップ・主
任の役割等

・理念・園目標を玄関に掲示し、園のしおりに記載して
います。年度初めの職員会議で園長が理念や園目標につ
いて話し、職員に周知しています。職員採用時に理念、
園目標を説明し、採用後は年2回の園長面談で、職員が理
念、園目標を理解していることを確認しています。
・園の重要な意思決定（第二園舎の建て替え、行事の開
催方法など）については説明会を開催し、意見交換をし
ています。園の重要な意思決定について説明会で経過・
決定を説明しています。運動会、表現遊び発表会など園
の大きな行事の際には全職員で取り組んでいます。
・主任育成のプログラムがあります。主任は出席簿や残
業簿を管理し、またクラスを回り個々の職員の業務状況
を把握しています。主任は個々の職員の様子を見て指導
計画作成時の指導、助言をしたり、園長により良い人材
配置の提案をしたりしています。主任はクラスの様子を
察知して、職員の補助に入るなど職員の心身の健康状態
に配慮し、職員が働きやすいようにしています。

Ⅵ－１　経営における社会的責任 ・職務規定に倫理規程、服務規程を明記し、職員が不
正・不適切な行為を行わないように周知しています。
ホームページに経営・運営状況を公開しています。神奈
川区こども家庭支援課から誤食や事故事例の情報、
ニュースや地域の情報を回覧し、職員会議で話し合い、
不適切な行為を行わないよう職員の意識を高めていま
す。
・ペットポトル、段ボールなどの廃材を利用して製作や
遊びに使い、また、牛乳パックでソファやベンチを作製
しています。使用済みの裏紙に塗り絵を印刷し、うちわ
の製作や遊びに利用しています。節電を行っており、園
庭の街灯はソーラー発電を使用しています。園庭や園舎
の裏に木々や草花を植えて緑化に努めています。「よこ
はまECO保育所」に認定され、玄関に掲示してあります。

Ⅵ－３　効率的な運営 ・事業運営に関する重要な情報を法人管理部が収集・分
析しています。園舎の建替えなど重要な案件について、
リーダ―会議で共有し、改善に向けて取り組んできてい
ます。神奈川区指導のPC導入による業務の簡素化など、
重要課題については職員会議を通じて全職員に周知し、
園全体で取り組んでいます。法人の管理部は将来を見据
えた新たな運営やサービスプロセスについて常に検討し
ています。園は研修計画を作成し人材の育成を図ってい
ます。法人の管理部は社会保険労務士、弁護士、理事会
での各園長の意見を参考にして、園の運営に反映すべく
努めています。
＜コメント・提言＞
園の今後進むべき方向を見定めて課題を設定し、3～5年
の中長期計画を策定することが期待されます。

評価分類 評価の理由（コメント）
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　事業所名：  聖徳保育園　様

平成28年10月29日

　　　　ナルク神奈川福祉サービス第三者評価事業部

◇　調査対象
　調査時点での在園児数 214名、全保護者 190家族を対象とし、回答は120家族からあり、回収率
は　63％でした。
 
◇　調査方法
　評価機関で準備した「家族アンケート用紙」と返信用封筒を、保育園から保護者に直接渡し、約2
週間後までに密封して匿名で 保育園で用意した回収箱に入れてもらい、密封のままの状態で評価
機関が回収しました。

◇　総合満足度
　肯定的な回答は98％（満足57％、どちらかといえば満足41％）と高い評価を得ており、否定的な回
答は3 ％（どちらかといえば不満 2％、不満 1％）でした。

◇比較的満足度の高い項目（満足度を満足、どちらかといえば満足回答の合計数値で表示）
1)  問4　お子さんが給食を楽しんでいるか　　　　　　　　　　　　　　満足度　　　100％
2)　問4　給食の献立内容は                                    　　         満足度　　　　98％
3)　問7　あなたのお子さんが保育園生活を楽しんでいるか　　　　 満足度　　　  97％
4)　問4　遊びを通じて友達や保育者との関わりが十分もて　　　　 満足度　　　　96％
　　　　　　ているか
5)　問4　園のオモチャや教材について　　　　　　　　　　　　　　　　 満足度　　　 95％
5)　問4　お子さんの体調への気配りについて　　　　　　　　　　　　 満足度　　　 95％

◇比較的不満度の高い項目（不満足度を不満、どちらかといえば不満回答の合計数値で表示）
1)  問4  子どもが戸外遊びを十分しているか　　　　　　　　　　　　　不満足度　　20％
2)　問4　自然に触れたり地域に関わるなどの、園外活動　　　　　 不満足度　　19％
3)　問5  外部からの不審者侵入を防ぐ対策　　　　　　　　　　　　   不満足度　　18％
4)　問6  開所時間内であれば柔軟に対応してくれるなど残業　　　 不満足度　　18％
　　　　　 などで迎えが遅くなる場合の対応
5)　問6  送り迎えの際のお子さんの様子に関する情報交換　　　　 不満足度　　17％

結果の特徴

利用者家族アンケート
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■園の基本理念や基本方針について

よく知ってい
る

まあ知って
いる

どちらともい
えない

あまり知ら
ない

まったく知ら
ない

無回答

3% 54% 21% 18% 3% 1%

付問１

賛同できる
まあ賛同で
きる

どちらともい
えない

あまり賛同
できない

賛同できな
い

無回答

58% 36% 6% 0% 0% 0%

■施設のサービス内容について

問２　入園した時の状況

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満 不満 その他 無回答

53% 29% 2% 0% 15% 1%

44% 39% 9% 3% 3% 2%

26% 56% 8% 1% 8% 1%

44% 39% 7% 1% 8% 1%

40% 50% 5% 1% 3% 1%

41% 48% 8% 1% 1% 1%

問３　保育園に関する年間の計画について

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満 不満 その他 無回答

40% 48% 9% 1% 2% 0%

26% 49% 11% 4% 10% 0%

年間の保育や行事についての説明に
は その他：

年間の保育や行事に、保護者の要望
が活かされているかについては

その他：

入園時の面接などで、お子さんの様
子や生育歴などを聞く対応について
は その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

保育園での１日の過ごし方について
の説明には

その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

費用やきまりに関する説明について
は
（入園後に食い違いがなかったかを
含めて）

その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

見学の受け入れについては
その他：

入園前の見学や説明など、園からの
情報提供については

園の目標や方針についての説明には
その他：

施設の基本理念や基本方針の認知　

理念や方針への賛同

調査結果

問１で「よく知っている」、「まあ知っている」と回答した方のうち
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問４　日常の保育内容について

遊びについて 満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満 不満 その他 無回答

58% 37% 4% 1% 0% 0%

52% 25% 11% 9% 3% 0%

57% 38% 5% 0% 0% 0%

42% 37% 16% 3% 2% 0%

49% 47% 3% 1% 0% 0%

45% 46% 8% 0% 1% 0%

生活について 満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満 不満 その他 無回答

72% 26% 1% 0% 0% 1%

79% 21% 0% 0% 0% 0%

61% 28% 7% 0% 4% 0%

58% 33% 4% 1% 4% 0%

52% 23% 6% 3% 15% 1%

59% 33% 6% 2% 0% 0%

54% 32% 8% 3% 3% 0%

おむつはずしは、家庭と協力し、お
子さんの成長に合わせて柔軟に進め
ているかについては その他：まだ、始めていない。おむつが外れてから入園した。

お子さんの体調への気配りについて
は

その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

保育中にあったケガに関する保護者
への説明やその後の対応には

その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お子さんが給食を楽しんでいるかに
ついては

その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

基本的生活習慣（衣服の着脱、手洗
いなど）の自立に向けての取り組み
については その他：

昼寝や休憩がお子さんの状況に応じ
て対応されているかなどについては

遊びを通じて友だちや保育者との関
わりが十分もてているかについては

その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

遊びを通じたお子さんの健康づくり
への取り組みについては

その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

給食の献立内容については
その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

子どもが戸外遊びを十分しているか
については

その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

園のおもちゃや教材については
（お子さんが自由に使えるように置
いてあるか、年齢にふさわしいかな
ど）

その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

自然に触れたり地域に関わるなど
の、園外活動については その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

クラスの活動や遊びについては
（お子さんが満足しているかなど）

その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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問５　保育園の快適さや安全対策について

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満 不満 その他 無回答

65% 27% 6% 1% 1% 0%

59% 29% 11% 1% 0% 0%

35% 44% 14% 4% 3% 0%

40% 43% 11% 5% 1% 0%

問６　園と保護者との連携・交流について

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満 不満 その他 無回答

30% 52% 11% 3% 4% 0%

58% 37% 1% 3% 1% 0%

48% 37% 9% 3% 2% 1%

42% 40% 15% 2% 1% 0%

45% 44% 8% 1% 1% 1%

53% 39% 5% 1% 2% 0%

38% 35% 14% 4% 9% 0%

園だよりや掲示などによる、園の様
子や行事に関する情報提供について
は その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

園の行事の開催日や時間帯への配慮
については

その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

送り迎えの際のお子さんの様子に関
する情報交換については

その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お子さんに関する重要な情報の連絡
体制については

その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

保護者からの相談事への対応には
その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

開所時間内であれば柔軟に対応して
くれるなど、残業などで迎えが遅く
なる場合の対応には

その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

施設設備については
その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

お子さんが落ち着いて過ごせる雰囲
気については

その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

外部からの不審者侵入を防ぐ対策に
ついては

その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

感染症の発生状況や注意事項などの
情報提供については

その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

保護者懇談会や個別面談などによる
話し合いの機会については

4
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問７　職員の対応について

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満 不満 その他 無回答

60% 36% 2% 1% 1% 0%

66% 31% 3% 0% 0% 0%

38% 36% 5% 0% 20% 1%

60% 32% 5% 2% 1% 0%

47% 37% 11% 3% 2% 0%

問８　保育園の総合的評価

満足
どちらかと
いえば満足

どちらかと
いえば不満 不満 無回答

総合満足度は 57% 40% 2% 1% 0%

話しやすい雰囲気、態度であるかど
うかについては

その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

意見や要望への対応については
その他：

アレルギーのあるお子さんや障害の
あるお子さんへの配慮については

その他：

あなたのお子さんが大切にされてい
るかについては

その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

あなたのお子さんが保育園生活を楽
しんでいるかについては

その他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

5
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観察方式による利用者本人調査 
平成 28 年 11 月 16 日 

事業所名：聖徳保育園 

【0 歳児】 

＜遊び＞ 

木製の低い衝立で仕切り、ままごととボールのコーナーを作り遊んでいます。

ボールのコーナーはさらにサークルで仕切り、大小さまざまなカラフルなボー

ルをたくさん用意しています。子どもたちはコロコロしたり、ポーンと投げた

り、サークルの穴に入れたりしています。衝立越しに隣のままごとをじっと見

ている子どもに気づいた保育士は、「興味持った？○○ちゃん、こっち来る？」

と聞き、抱き上げてままごとに誘います。コップを持ち上げ「かんぱ～い」を

したり、エプロンと三角巾をつけてもらいご機嫌の子どもがいます。職員を独

り占めして絵本を読んでもらっている子どももいます。 

＜食事前＞ 

食事前に順番に一人ずつ保育士に手を洗ってもらいます。全員が揃うまで別の

保育士がテーブルについて待っている子どもたちに歌を聞かせています。「ドン

グリころころ・・」最後の「泣いてはドジョウを困らせた」では、「えーん」と

鳴きまねをする子どもがいます。「あら、○○ちゃん、上手」と職員は笑顔で声

をかけました。 

＜食事＞ 

みんな一緒にいただきますをし終ると、待ってましたとばかりいきなり手づ

かみで食べ始める子どもがいます。食欲旺盛に頬張っている子どもには「そん

なに沢山お口に入れるとつまるよ」と、保育士が優しく声かけしています。ス

プーンで食べている子どもには「じょうず、じょうず、すてき」と褒めていま

す。途中で眠くなり、コックリしながらも頑張って食べている子どももいまし

た。 

＜午睡＞ 

保育士が囁くような優しい声で子守唄を歌い、頭をなでたり、おなかをトン

トンして入眠を誘っています。「あーあー」と寝ぐずってなかなか眠りに入れな

い子どもも保育士に抱っこしてもらうとあっという間に眠りつきました。横向

きで寝入った子どもは起こさないように、そっとあおむけ寝にしています。 

【1 歳児】 

＜遊び＞ 

丸いマット、四角いマットに木製の線路をつなぎ電車遊びをしています。隣
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のコーナーではお絵かきをしています。子どもは好きな方を選んでいます。最

初は電車遊びが人気がありましたが、お絵かきの様子に惹かれたのか、一人二

人とお絵かきに移り、電車は二人になりました。一人の子どもは何両もつなげ

脱線しないように慎重に動かしています。腹這いになり、電車を動かしている

ときは、車輪の動きを観察しているようにも見られます。もう一つのグループ

は、絵本読みの後、新聞紙ビリビリ破きで盛り上がっています。 

＜午睡＞ 

食事が終わるとテーブルで歯磨きをし、保育士が仕上げ磨きをしています。

トイレを済ませると、椅子に腰かけ着替えをしています。少し保育士に手伝っ

てもらいながらも自分で着替えようと頑張っています。オルゴールの音色の CD

を静かに流し、子どもたちは保育士に体や頭をなでてもらったり、自分の落ち

着く体勢で眠りに入っています。横になっても落ち着くまでゴロゴロしていま

す。 

【2歳児】 

＜商店街で＞ 

玄関で子どもたちは「き、き、きのこ・・」と口々に歌い、ご機嫌で公園散

歩に出発しました。大口商店街を歩くと、店頭ではたきを掛けたり、商品を並

べているお店の人々に元気よく挨拶をしています。商店街の人々と子どもたち

は顔馴染みです。惣菜店のワゴンの品々を見て「おにぎりおいしそうだね～」

ドーナツ屋の前では「いいにおいする」など保育士との会話も弾んでいました。 

＜遊び＞ 

目的地の公園目前に急坂があって、「がんばれ、がんばれ」と言いながらも元

気に登ります。公園の隣の広場では地域の人々がグラウンドゴルフをしていま

す。「負けないでね、おじいちゃん」と声援を送る子どもがいます。公園は自然

な傾斜を残しているので、かけっこで昇り降りをしたり、ドングリを拾ったり、

「もういいかい、もういいよ～」と一人かくれんぼをして、保育士に見つけて

もらう子どももいます。固定遊具は職員の見守りや手助けの中、順番を守って

遊んでいます。 

 

【3～5 歳児】 
＜園庭遊び＞ 
 砂場で食事作りをしている子は、「カレーを作ってるんだ」「これごはんだよ」

フライパンに砂を入れて前後にゆすったりしています。砂山遊びをしている子

どももは作っていた山が崩れると、もう一度、すそ野を砂で補強してパンパン

とスコップでたたいています。皆、真剣に取り組んでいます。 園庭開放にや

ってきた地域の親子も一緒に砂場で遊び始めました。別の場所では皆キャッキ
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ャッ笑いながら追いかけっこをしたり、ドッジボールでは子どもたちが保育士

めがけてボールを投げています。フラフープに熱中している子どもたちもいま

す。5 歳児クラスが保育室での活動を終えて園庭に現れると、園庭はますます賑

やかに盛り上がりました。 
 

【3 歳児】 
＜食事＞ 
保育士がミートボールを指して「これ、なーに？」と聞くと、子どもたちの

「ミートボール」との答えに、保育士が「ピンポーン」と両手で○を作りまし

た。子どもたちは嬉しそうに食べています。やがて保育士が椅子に座り「いっ

しょに、いただきまーす」子どもたち全員「どうぞ、めしあがれ！」子ども「○

○ちゃんねえ、△△（アニメのこと）みたことあるよ」保育士「そう?面白かっ

たー?」子どもはうなずいて食事を続けます。横を向いて話し続けている子ども

に「○○ちゃん、前向いて食べてね」と保育士がさり気なく声をかけ、和やか

な雰囲気の中で食事時間は続いています。 
 
【4 歳児】 
＜発表会の練習＞ 
全員で発表会の練習をしています。CD の音楽が流れ始め、大声で「ワッハッ

ハ、ワッハッハ」。次いで、両手を床について足を後ろに投げ出すと、靴が脱げ

てころころ転がってしまい、皆大笑いです。今度は「タコヤキマントマン」を

歌いながら、海賊組 5 人とマントマン組 5 人の戦いが始まります。イカ組と魚

組が少し離れて戦いを見守っています。途中でいったん休憩が入り、水分補給

をしています。最後は全員で歌いながら踊っています。「はーい、上手にできま

した。これから外でいっぱい遊びましょう！トイレに行きたい子はどうぞ行っ

てくださーい」保育士が声をかけますが、子どもたちは勢い付いたまま踊って

います。 
＜食事＞ 
「ごはん、おかわりしたい人～」と保育士が呼びかけると、何人か茶碗を持

って並びました。味噌汁には 2 人が並びました。ミートボールは人気で長い列

ができていました。保育士が時折「お野菜も食べてねー」と声をかけます。そ

の声を聞いた子どもたちはしばらく眺めていましたが、少し口に運びました。

「そうそう、えらーい」とすかさず褒めます。食事を食べ終わった子どもは自

分で正面のテーブルに食器を下げていました。 
＜歯みがき＞ 
子どもたちの賑やかなおしゃべりの中、保育士が CD で音楽をかけました。
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発表会で歌う曲です。子どもたちはすぐ静かになり、耳を澄ませます。口ずさ

んでいる子どももいます。子どもたちの落ち着きを確認してから保育士は曲に

合わせ、歯磨き指導を始めました。 
＜食事の後＞ 
保育士の「落としたものを拾って下さ～い」を合図に、子どもたちはテーブ

ルの下に潜り込み、落ちているおかずを拾います。その後「お当番さん、どこ

が一番いいか見てくださ～い」4 人の当番が確認に回ります。保育士が「ゴミ拾

いチャンピオン、どこでしたか？」当番が順番に良いと思うチームを発表しま

す。「○○チーム」「イエーイ!!」「△△チーム」「イエーイ、イエーイ!!!」今日の

チャンピオンは当番 2 人が選んだモエチャンチームです。「ワーイ!! ワーイ!!」
と大喜びです。  
【5 歳児】 
＜発表会の練習＞ 
 発表会「表現遊び：シンデレラ」の振付と歌を練習しています。2 人がふざけ

合って遊んでいます。床にうつぶせになり、なかなか列に入ろうとしません。

メロディが流れ始め、魔法使い役の 5 人が肩を組んで左右に体を動かしていま

す。ふざけ合っていた 2 人もやっと仲間入りしました。「イチ、ニイ、サン・・・

シチ、ハチ・・・」声を上げながら順番に右にかがみ込み、今度は逆方向にか

がみ込んでいます。うまくいかないので、保育士が見本を示しました。皆、真

剣に繰り返し練習しています。次はシンデレラ役のグループの番です。練習は

楽しそうに続いていました。 
＜食事＞ 
当番 5 人が前に並びました。保育士のメニューの説明の後に続きます。「さつ

まいもごはん」「きりムニャムニャ…（切干大根）」「シャケの…ムニャムニャ（磯

辺焼き）」「カキー！（柿）」 
 保育士が「残さず食べてくださーい」と云うと、元気な声で「はーい」と返

事のあと食べ始めました。最初のうち弾んでいたアニメの話もいつの間にか終

わり、皆食欲旺盛で、おかわりには列ができていました。子どもたちは自分で

食べたいおかわりをよそっています。 
＜歯みがき＞ 
 保育士が歯磨き指導をはじめました。子どもたちは皆同じ動作を繰り返して

います。「上の歯」「下の歯」「歯の裏」「あと 10 で終わりまーす」。何が面白い

のか誰かが笑うと、皆つられて笑い出しました。保育士たちも思わずつられて

笑い出しています。 
 
 



第三者評価を受審して 

 

聖徳保育園は創立 68 年の歴史のある園ですが、平成 27年 4月より 0歳～3歳児の第 2園

舎を新築、4～5 歳児の第 1 園舎を改築し、保育室の形態も代わり、保育の形を模索する 1

年でした。さらに、本園を利用する園児、保護者の皆様にとってより良い保育を提供する為

にありのままの保育を評価して頂き、改めて信頼される保育園にしてまいりたく第三者評

価の受審をいたしました。 

 

第三者評価の受審は、職員一人ひとりの保育を見直し、気づかされる事が多くありました。

様々な会議を重ねて改めて園全体の保育や方向性を再確認や再構築のきっかけとなりまし

た。そして、なにより職員が大きく成長する機会となりました。 

 

良い評価を頂いた「大規模園ながらも、様々な会議で職員間の良い連携が取れている」事

と、「子どもの成長を丁寧に分かりやすく捉える記録」に関しては、職員の日々の取り組み

で本当に力強い応援を頂いたと思います。また、「食育への取り組み」もここ数年、特に力

を入れてきたもので、評価して頂きました。 

 

課題とされた「保育室の環境構成の改善」、「幼児の戸外・園外活動の積極化」、「保護者の

意見・要望に対する丁寧なアプローチの継続」に関しては、すぐに着手できることから始め

ております。さらに全職員で取り組み、検討し改善してまいります。 

今後も、子どもたちの健やかな育ちを願って保育の質の向上に取り組んでまいります。 

 

この度、丁寧に評価して頂きました評価機関の皆様には、大変お世話になり感謝申し上げま

す。ありがとうございました。 

 

平成 29年 3月                                   

聖徳保育園 
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